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【前回評価】平成２４年度「継続」
【その他】
　・平成２７年度４月から子ども・子育て支援制度が開始され、認可外保育施設の約半分が、小規模
    保育事業の認可施設へ移行し、認可外施設数が減少した。
　・薩摩川内市認可外保育施設運営補助金の補助区分を見直し、月平均受託児童数から、より事業規模
    に応じることができるよう施設割、児童割区分に改正した。

成果指標の推移① 70% 81% 84%
成果指標の推移② １７５人 １７３人 １６７人

特
記
す
べ
き
事
項
等

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 9 9 8

支出計/前年度支出計 109.0% 98.4%
自己資金/前年度自己資金 153.9% 139.2%

0.0% 0.0%

計 2,303,556 100.0% 2,511,788 100.0% 2,470,547
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

2,470,547
人件費 0.0% 0.0%

支
出

事業費 2,303,556 100.0% 2,511,788 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

94.9% 2,291,500

計 2,303,556 100.0% 2,511,788 100.0% 2,470,547
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

会費収入 83,556 3.6% 128,588 5.1% 179,047
事業収入 0.0%

0.0% 0.0%
市補助金 2,220,000 96.4% 2,383,200

上記項目の
積算方法

　対象経費ごとに定められた補助基準額の合計額と実支出額の合計額を比較して少額となる
方の額

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成24年度 平成25年度 平成26年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 83,556 3.6% 128,588 5.1% 179,047

0.0%
寄付金・その他助成

補助対象経費

【施設割】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【児童割】
・施設整備に要する経費（安全対策を目的とするもの）　　・児童の保育に要する経費（育児教材費、衛生管理費）
・職員研修に要する経費（保育内容を高めるためのもの）　・施設の維持管理費に要する経費（需用費、役務費、委託料等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施設整備に要する経費（施設割不足分を含む）

補助対象事
業・活動の内

容

　保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのため、家庭において十分保育できない児
童を、家庭の保護者にかわって保育を行う。

補助金額又は
補助率

・施設割：１施設当たり　年額30,000円
・児童割：１人当たり　年額15,900円、１施設当たり上限額年額500,000円
・健診事業費：児童１人当たりの単価　1,800円～5,300円、１施設当たりの上限額　105,400円～年額300,000円

成果指標② 　月平均受託児童数 98人 平成３２年度

補助対象者 　保育を行うことを目的とする施設であって県知事が認可している認可保育所以外の保育所

2,275

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 利用定員に対する利用者実人数の割合 75% 平成３２年度

平成27年度
予算額

2,379 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

104

事務事業名 認可外保育施設運営補助金

根拠法令 薩摩川内市市民福祉部関係補助金等交付要綱、薩摩川内市認可外保育施設運営補助金交付要領

補助経過年数 ６年以上１０年以下

平成27年度 補助金名：認可外保育施設運営補助金 評価表

所管部課名 市民福祉部　子育て支援課

運営補助のみ 事業補助のみ 運営補助と事業補助の両方 その他
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〈補助金の視点別評価〉

評価

A

A

A

A

A

A

B

A

今後とも事業者の実態把握に努め、改善すべき部分がな
いか今後検討する。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（

一
次
）

結
果

≪今後の改革の方向性≫

外
部
評
価
結
果

≪視点別評価≫

　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

≪今後の改革の方向性≫

≪上記方向の理由≫

　同事業の活用によって、認可外保育施設の適正な保育
環境の確保や保育内容の充実が図られることにより、よ
り良い環境のもとで子ども達の保育が実施される。

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直接実
施するよりも、行政以外の者が行う方が適当である
と明確に認められる。

　社会資源としての認可外保育施設を活用する
事業であるため、認可外保育所が事業を行うこ
とが適当である。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積算
されたものであり、かつ、社会経済情勢に照らし、
著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。（交付
要綱の補助基準）

　社会経済情勢の変化に伴い、補助対象経費の
見直しを行いながら、対象経費の充実に努めて
おり、著しく妥当性を欠く水準ではない。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし合わ
せて、自助努力がみられないなど、明らかに半永続
的・固定的な補助にはならないと見込まれる。

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画≫ ≪まとめ≫

　認可外保育施設に対しての補助であるため、
対象事業等も随時見直しを行っており、永続
的・固定的な補助にはならない。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の状況
においても一定の公益性が認められる。

　認可外保育施設は、保育に欠ける乳幼児を保
育することを目的にしている施設であり、一定
の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助金
等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は当該
補助金等の交付が最も妥当な政策手段であると明確
に認められる。

　認可外施設に運営補助金を交付することに
よって、認可外保育施設の健全な運営や、同施
設に入所する児童の心身の健全な発達の助長に
対する一定の効果があがっている。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定され、そ
の内容は補助目的に照らし、公費を充てるものとし
て、著しく妥当性を欠くものとはなっていない。

　補助対象経費及び補助基準額は、認可外保育
施設の健全な運営の目的に応じて交付している
ため、公費を充てることは妥当性がある。

　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等の
活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の福祉
の向上及び利益の増進に寄与している。

市内地域の保育所等の補完施設として、大きな
役割を果たしている。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

①に該当する。

近年は、女性の就労希望が増加傾向にあり、本
市でも待機児童が発生している。待機児童がい
る状況の中で、認可外保育施設は待機児童の抑
制と入所の柔軟な対応やサービスの提供の役割
を担っている。

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定の団
体等に一定の補助を行うことが直ちに必要である
と認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克服等
の観点から、当面、補助を通じた行政の支援が必
要であると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合致
しており、かつ、その目標・成果の達成に向けて、
適切な効果を生じている。（その目標・成果を測る
ための適当な効果指標の設定がなされている。）

　育児教材購入や衛生対策に対して補助を行う
ことにより、保育の質の向上や、園児の安全対
策に一定の効果をあげている。

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

要件 項　　目 評価した内容についての説明

現状のまま継続

見直しの上で継続

休止

廃止

拡大 他の補助金と統合

補助内容の改善 縮小 移管

⇒今後の方向性

現状のまま継続

見直しの上で継続

休止

廃止

拡大 他の補助金と統合

補助内容の改善 縮小 移管

⇒今後の方向性
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平成２５年度以降
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平成２７年度以降
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